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　「わたしは、男性たちが変わり、成長する可能性を信じている。そして、もしフェ
ミニズムについてもっとよく知れば、男性たちはフェミニズムを恐れなくなると
思う。なぜなら、男性たちがフェミニズム運動に見いだすのは、自分自身が家父
長制の束縛から解き放たれる希望なのだから」（ベル・フックス『フェミニズム
はみんなのもの（1）』）

はじめに――なぜ「男らしさ（2）」（masculinity）か？

　大学受験におけるあからさまな女性差別・相次ぐセクハラやそれらについての
無神経な発言を見聞きするたびごとに、男性たちは何を思っているだろうか。根
強く残る性差別に憤りをおぼえる人、セクハラなどをするのは一部の男性であっ
て、自分とは関係ないと思う人、あるいはひょっとすると、何かにつけてセクハ
ラや差別と言われる世の中は生きづらいと感じる人もいるかもしれない。筆者自
身はと言えば、性差別について学び、授業で取り上げるたびに、女性や性的マイ
ノリティに対する自身のこれまでの態度や言動に示されてきた（そして今もなお
少なからず示されているであろう）自らの性差別的な見方や「男らしさ」へのこ
だわりや執着の強さ・根深さに気づかされる。性別役割分担の無根拠さを講じる
筆者自身が、例えば学内業務を一緒に担当した初対面の女性教員

4 4

を、職員が彼女
に「先生」と話しかけるまで女性職員
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と思い込んでおり、自らに染みついた偏見
の根深さに愕然としたことがある。こうしたことは筆者が――後述する――「家
父長的な男らしさ」にあまりにも順応してきた男性であるから生じるのかもしれ
ない。しかし、世の男性たちに多かれ少なかれ家父長的な男らしさに追随してき
たところがあるのだとするなら、性差別に真の意味で批判的であるためには、自
分では気づかぬほどに染みついている自身の家父長的な「男らしさ」に今一度向
き合い、それを記述・分析することが必要なのではなかろうか。本論は、このよ
うな動機に端を発し、哲学、とりわけ筆者が専門的に研究してきた現象学が「様々
な男らしさ」（masculinities）を記述・分析することができるのか、もしできる
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としたら、それはフェミニズムにいかなる寄与をなしうるのかを問おうとするも
のだ。ただし紙幅の都合上、本論は、これらの問いに（将来的に）答えることを
目指しつつ、現象学的アプローチの道筋を示し、中心となる論点を素描すること
を試みる。
　最初に、こうした問いの背景について、ごく簡単に説明しておきたい。
　フェミニズムについては、今もなお「女性を優遇する思想」、「男性を非難・蔑
視する思想」といった誤解が根強い（3）。こうした誤解を糾すために、現代を代表
するフェミニストの一人ベル・フックスは著書『フェミニズムはみんなのもの』
（2000年）のなかで、フェミニズムを「性にもとづく差別や搾取や抑圧をなくす
運動」という形で定義している（4）。フックスによれば、フェミニズムとは、（１）
男性による性差別だけでなく、女性による性差別も問題化し批判する運動であり、
（２）女性だけでなく男性も家父長制――家長たる父親が家族を支配・統率する
家族のあり方――の束縛から解き放とうとする運動を指す。とりわけ日本におけ
る男性学やメンズリブ運動は、フェミニズムのこうした方向性に共鳴しつつ（5）、
男性たちを「抑圧」している「家父長的な男らしさ」――支配者、稼ぎ手、威厳
ある父としての男性像――から彼らを「解放」することを模索してきた。という
のも、こうした男らしさを目指す（よう強いられる）ことで、男性たちは（例え
ば家庭の中で）愛されることなくただ恐れられたり、家計に対する過度な責任感
を抱え込んでしまったり、追い込まれた際に周囲の人々に助けを求められないま
ま自死を選んでしまったりすると言われているからだ（6）。
　男性学やメンズリブ運動によって、男性たち自身が抱える既存の「男らしさ」
に対する様々な違和感やそこに根をもつ男性たち特有の「生きづらさ」に光があ
てられたという意義は疑いようがない。しかしながら、もっぱら男性たちを「男
らしさ」や「生きづらさ」から解放しようとするこうした運動は、男性たちのな
かで「自己完結」しており、性差別や同性愛差別の構造に影響を及ぼすことがな
いのではという疑念も示されてきた（7）。何より「男性も家父長制によって抑圧さ
れている」と主張することは、男性が今なお家父長制から得ている利益から目を
逸らし、根強く続く男性たちによる女性や性的マイノリティに対する性差別やそ
うした差別を成り立たせている社会構造を等閑視することにつながりかねない（8）。
フックスも述べているように、「男性運動は、家父長主義への持続的な批判をし
ないまま、女性やフェミニズムに対してしばしば批判的である。男性運動は結局
のところ、男性が家父長主義を批判したり、より解放的な男らしさを描いたりす
ることを一貫して求めることがない（9）」。
　本論は、こうした危険性を考慮に入れながら、「男らしさ」の現象学的分析が
自己完結に陥らずに、フェミニズムにとって何かしら寄与しうるものであること
を示したい。まず、（フェミニスト）現象学の観点から性差を前概念的な「類型」
として分析する方途を探る（第１節）。次に、「男らしさ」の具体的分析として、



「男らしさ」（masculinities）の現象学試論 ― 3 ―

（１）「どのような男らしさが男性たちに求められているのか」、（２）「誰がそれ
を求めているのか」という問いに取り組む（第２節）。最後に、こうした分析が、
男性たちによる類型的な知覚や自己理解を反省する助けとなることを明らかに
し、そのことによって男らしさの現象学がフェミニズムに寄与する可能性を示し
たい（第３節）。

１．類型としての性差――フェミニスト現象学の観点

　一般にジェンダー理論が男性と女性の行動・傾向性・成果・立場を、社会的・
文化的・生物学的な諸力の相互作用によって説明するのに対して、一人称的観点
からの体験の記述とその分析を特徴とする現象学は、性差（gender）が、個人
において・対人関係においていかにして体験されているのかを記述し分析する

（10）。その際、性差は、「現実や理想を志向したり、対象や経験によって動機づけ
られたりする仕方（way）の差異」という形で論じられていくことになる（11）。
こうした観点から、男性研究者を中心に営まれてきた既存の現象学的身体論に潜
む男性バイアスを看破した「フェミニスト現象学」は、これまで光があてられて
こなかった女性の身体的経験（月経、妊娠、出産、乳房のある身体）についての
豊かな記述と鋭い分析を行ってきた（12）。
　例えば、アイリス・マリオン・ヤングは、よく知られた論考「女の子みたいな
投げ方――女性的身体活動・運動性・空間性の現象学」（1980年）において、男
性と女性の投球フォームや日常生活での身体の使い方（歩き方、走り方、椅子の
座り方、重い物の持ち方）の相違に着目し、「女性的」身体運動に見られる（自
分の運動可能性を全面的に展開しようとしない）抑制傾向や身体の各部分や世界
との一体性の欠如という性格を分析している（13）。また、宮原優は「月経につい
て語ることの困難――身体についての通念が女性の社会参画にもたらす問題点」
において、月経という女性の身体経験が性的な意味を過剰に付与されつつ「体内
の問題」として扱われることで、社会や日常的コミュニケーションから排除され
ている点を問題視し、世界や他人との出会い方という観点から月経を捉え直すこ
とで月経にまつわるニーズや課題をオープンにしていく可能性を提示している（14）。
　彼女らがいう「女性的」身体性ないし「女らしさ」（femininity）は、女性た
ちすべてにあてはまる生物学的本質や、女性なら誰しもが従うべき規範を意味し
ているわけではない。実際、フェミニスト現象学が分析する女性的身体の特徴（女
の子投げのような体の使い方、妊娠した身体）は、すべての女性が事実として有
している特徴ではない（女の子投げをしない女性もいるし、妊娠を経験しない女
性も数多くいる）し、女性たちに強いられるべき規範でもない。その一方で、こ
うした特徴が、特定の社会において個々人がそれに即して・それとの対比で「（自
分や他人が）女性である」ことを経験する「類型」（type）を形づくっている限
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りで、この特徴についての理解は、この特徴があてはまらない女性も、「女性で
はない性」として自己規定することが多い男性も、それなしでは自らの性差を理
解することができないような共通の基盤をなすと考えられる（15）。
　ここで、現象学における「類型」の位置づけについて触れておきたい。フッサー
ルによると、われわれは日常的には、類型に即した知覚をしている（16）。例えば、
一つ一つの事物（教室の一つ一つの机）の個別的特徴は捨象して、類型のもとで
事物を（同じ「机」として）知覚している（17）。こうした類型的知覚の特徴とし
ては、以下の三点が挙げられる。（１）われわれはまず個々の要素（色や形など
の感覚データ）を知覚しているわけではなく、類型に即して社会的・文化な対象

（机、絵画、文字、他人の表情）を直接知覚している。（２）類型的知覚は対象（の
機能やあり様）に対する予期や期待を含んでおり、予期や期待が裏切られた（机
がガタガタして字が書けない）とき初めて、対象の個別的性格が浮かび上がる（「こ

4

の
4

机ではうまく書けない」）（18）。（３）類型を見分ける能力は、類似した対象の経
験が堆積していくことによって形成されるが、実際の知覚の場面では知覚者が自
覚しないまま、受動的な仕方で――対象が類型に即して現われてくる――という
仕方で働いている（19）。こうした特徴は、日常的な性差の知覚にもあてはまる。（１）
人は日常的には、「一目見て」――性器の相違や出産能力の有無に依拠すること
なく――、他人を「女性」や「男性」という類型のもとで知覚している（間違え
ることもあるが、大抵はそれで支障がない）。（２）性差の類型的知覚は、相手の
振舞い方（動き方、言葉遣い）の予期や期待を含む。（３）いかなる特徴でもっ
て「女性」や「男性」と見るかは、個人の裁量ではなく、文化的・社会的慣習に
依るところが大きく、性差の類型はこうした慣習が色濃く反映された形で、概念
的な理解に先立って受動的な次元（概念理解に先立つ知覚の次元）で働いている。
　性差をめぐる以上の現象学的アプローチに対しては、時として次のような疑問
が投げかけられてきた。性差に関する類型は、社会的・文化的に構築されたもの
にすぎず、とりわけ家父長的な社会における「女性的」身体性が女性の活動を抑
圧し、女性にもっぱら不利益をもたらしてきたのだとしたら、それを改めて「女
性的」身体性として記述することは、既存の類型を強化したり押しつけたりする
ことにつながるのではないか。例えば、ヤングの上述した分析は、社会規範や慣
習によって抑圧されている女らしさに比重がおかれているため、「男性支配にも
かかわらず、いかにして女の子や女性たちが自由な運動を体現しうるのか、そし
て現に体現しているかの分析を不可能にしてしまっている」のではないか（20）。
こうした批判の妥当性についてはより詳細な議論が必要となるが、ここでは差し
当たって次の点を指摘しておきたい。ヤングをはじめとするフェミニスト現象学
者は、性差を単なる社会的な構築物とはみなさず、社会規範や慣習に対する個々
人の身体的な応答（脱毛や化粧の選択や拒否、服装の選び方、女性的／男性的な
身体動作の選択）という次元で分析しようとする（21）。こうした分析は、社会規範・
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慣習に順応したり、それに抑圧されたりする身体のあり方にとどまるものではな
い。むしろ、そうした分析を通して、個々の身体を通して既存の規範・慣習に抵
抗し、自らの身体的様式を変容していく可能性や、さらにはそうした自己変容を
通じて性差についての社会的・歴史的構造を変革していく可能性を見て取ること
ができる（22）。
　一方で、社会構築主義のように、性差に関する類型や規範が社会的に構築され
たものであることを強調しすぎると、そうした類型や規範に（無自覚に）則って
行動している人（例えば、家父長主義的な家庭・社会で養育・教育された性差別
的な男性）の責任を問いにくくなるきらいがある。他方、類型の現象学的分析が
教えてくれるのは、性差に関する類型的な見方や偏見を是正するためには、性差
別的な考えの推論上の誤り（例えば、「女性は男性よりも平均的に筋力が劣る」
という事実から「女性は家庭にとどまるべき」といった規範を導出する推論の誤
り）を指摘するだけでは不充分であるということだ。というのも、サラ・ヘイネ
マーが指摘しているように、「もし性差のアイデンティティが第一に、概念的思
考や理解のレベルではなく、概念に先立つ経験のレベルで打ち立てられるなら、
そしてもし性的差異が二つの前概念的な類型の間の差異であるなら、いかなる概
念上の修正や転覆も、男性と女性という性的に異なる存在を知覚するわれわれの
能力や傾向性に影響を与えることはない（23）」ことになるからだ。以下では、「男
らしさ」の現象学的分析を通じて、男性の類型的知覚に含まれる支配的な価値観
や偏向を、二つの異なる水準における「自己欺瞞」として主題化し、そうした自
己欺瞞に対する男性たち自身の責任を問い直す可能性を探りたい。

２．男らしさの現象学

２．１．どのような男らしさが求められているのか？
　一言に「男らしさ」といっても、その意味は多様である。男らしさ研究の第一
人者レイウィン（ロバート）・コンネルは『男らしさ』（1995年）のなかで、男ら
しさには複数性と階層性が存在すると指摘している（24）。コンネルによると、社
会の中で支配的な地位を占めるホワイトカラー、異性愛者、既婚者といった「覇
権的な男らしさ」（hegemonic masculinity）は、非正規雇用、フリーター、ニー
ト、ゲイ、未婚者、オタクといった「従属的な男らしさ」と対照化され、特権化
されている。こうした「覇権的な男らしさ」の際立った特徴の一つとして自立
（independence）と自律（autonomy）を挙げることができる（25）。家父長的な社
会においては、男性たちはしばしば「自立し自律している」ことを、すなわち他
人（親やパートナー）に経済的・精神的に依存せずに、自分の意志に基づいて行
動することを求められる。逆に、他人に経済的に依存している男性（ニート、失
業者）たちや、もっぱら親や妻の決定に従い「マザコン」や「妻の尻に敷かれた
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夫」と揶揄される男性たちは、「一人前の男」扱いされない。
　ところが、一見すると自立し自律しているような男性たちも、女性たちの視点
から眺めると、全く別様に見えてくる。男性たちがしばしば自分の成功（試験合
格、就職、社会での達成・成功）を自分だけの力で成し遂げたと勘違いしやすい
のに対して、女性たちは、男性たちの成功が様々な特権（男性的言語（26）、多数
を占める男性評価者）や女性たち（母親、妻、事務職員）に依存していることを
見抜いてきた。平山亮は、男性たちが家事・育児・介護にとどまらず、それらを
機能させる家庭内の細かな関係調整を女性たちに委ねていると指摘している（27）。
例えば、親の介護に際して、女きょうだいや妻は往々にして、自分の男きょうだ
いや夫が介護に加われるように、「誰が・何を・いつ・どのように」提供するか
ということの「お膳立て」をしている。さらに女性たちは、彼女たちのサポート
がなかったかのように振る舞うことで、男性たちが独力でそれを成し遂げている
と思わせてあげるという「二段重ねのお膳立て」をしている（28）。平山によると、
自分は「自立し自律している」と思っている男性は、実際は、こうした私的領域
での依存を「なかったこと」にし、公的領域で自律的に振る舞っているという点
で「自己欺瞞」的なのだ（29）。
　確かに、女性たちのサポートの重要性に気づいており、サポート役の女性を高
く評価したり、感謝の気持ちを伝えたりする男性も少なくない。しかし、そうし
た男性でも女性たちが担っている役回りを進んで引き受けようとする人は少な
い。このことは男性たちが「役割分担」という建前のもと、結局のところ、上述
した「お膳立て」を、お膳立ての上になされる自分の仕事よりも低く見積もって
いることを示唆しているように思われる。ひょっとすると、家父長的な社会にお
いて、男性たる自分がこうした補助的役割を担うことは求められておらず、むし
ろ「自立し自律した男性」として振る舞うことが（身近な女性たちからも）求め
られているのだと主張する男性もいるかもしれない。こうした主張が正当か否か
を吟味するために、「誰が男らしさを求めているのか」という第二の問いを現象
学的観点から考察する。

２．２．誰が男らしさを求めているのか？
　この問いに取り組むにあたって、筆者自身の「怒鳴ってしまった」経験に立ち
戻りたい。筆者は大教室での授業中に、学生たちが次の時限の授業出席のために
カードリーダーを通しに（何度か注意したにもかかわらず）教室に入ってくるの
に遭遇して怒鳴ったことがある（30）。この時、我を忘れてキレてしまったわけで
はない一方で、悪質な学生には威圧的な態度で臨まねばという思いがあった。数
人の男子学生からは「叱ってくれてすっきりした」という反応が返ってきたもの
の、女子学生からは「恐かった」「怒鳴るのはやめてほしい」といった反応があっ
た。そこで、過去に親や教師から怒鳴られたことがトラウマとなっている学生た
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ちの存在を思い出し、怒鳴ってしまったことを後悔した。自身の言動を振り返っ
てみたとき、一対一の場面ではなく、第三者に見られている（と感じる）ときに、
示威的な態度や体面を繕う態度（例えば、寿司屋のカウンター等で寿司職人の視
線を感じ、妻に対して「口数の少ない夫」を演じてしまう等）を取っていること
に気づいた。
　男性学の研究者である田中俊之は、こうした男性の態度を、競争を宿命づけら
れた男性たちが他人と自分を比較して「見栄」や「意地」を張りたがるという形
で説明している（31）。またフックスは、家父長制が男らしさを「恐れるべき」も
のにすることで、「愛されるよりも恐れられる方がよいと男性たちが感じるよう
にしている」とする（32）。こうした解釈は一定の説得力をもつものの、家父長制（な
いし「「男らしくしなければならない」というプレッシャー（33）」）によって示威
的態度をとることを「強いられている」被害者として男性を描きやすい。しかし、
もしそのように捉えてしまうのだとしたら、事柄に忠実ではない。上記の例で言
えば、筆者は怒鳴るように（学生たちに）「強いられている」わけではなく、（幾
つかの行為の可能性の中から）怒鳴るという行為を選択している。あるいは、も
しそのとき自分には怒鳴るという行為以外の選択肢が本当に見えていなかったの
だとすれば、怒鳴るという行為を「自分に強いている」と言うことはできよう。
ひょっとすると、学生たちが男性教員に向ける期待によって怒鳴るよう「強いら
れている」のだと主張する人もいるかもしれない。しかし、第三者はつねにその
ような期待を向けているわけではなく――実際に怒鳴ることを期待していなかっ
た学生も多かった――、むしろ多くの場合、男性が自身への「男らしさ」の期待
を第三者（学生たち）のまなざしに投影していると言った方が正確であろう。筆
者が第三者のいる場面で「男らしさ」への期待を感じるということも、行為の相
手（怒鳴られた学生）に対する「男らしい」振る舞いを、本当は筆者自身が自分
に求めているにもかかわらず、それを第三者（他の学生たち）のまなざしの内に
投影することで、あたかも自分が第三者から男らしさを求められているかのよう
に感じているのだと説明できよう。
　こうした投影は、すでに須長史生が『ハゲを生きる――外見と男らしさの社会
学』において指摘していたことでもある（34）。須長は「ハゲは女性にもてない」
からハゲを気にすると言う男性たちが、実際には、ハゲを理由に女性から嫌われ
た経験をもっているわけではないことを明らかにする。須長によれば、男性たち
は、外見だけで男性を評価するような「フィクションとしての女性の目」を自身
ないし身近な男性集団のなかでつくりあげ、それを現実の女性のまなざしに投影
することによって、自分を呪縛しているのだ。こうした分析は、もし男性が周囲
の女性に実際に何がしかの「男らしさ」を求められたとしても、これと同種の「男
らしさ」を当人自身がどこかで求めていなければ、そうした要求が響くことはな
いという点に鑑みても、説得的であるように思われる。
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　すでにボーヴォワールは、『第二の性』（1949年）で、自己の理想像を他人のま
なざしのうちに見出す男性たちのこうしたあり様を「自己疎外」という形で記述
している。

　　 抑圧は、存在者が、自分自身から逃げようとして、そのために、自分が抑圧
する当の相手のなかに自己を疎外する傾向から説明できる。今日でもこうし
た傾向は個々の男のなかに見出せる。圧倒的多数の男たちがそれに負けてい
る。夫は妻のなかに、恋する男は愛する女のなかに、石像のかたちをした自
分の姿を求める。男は、女のなかに、男らしさの、崇高さの、自分のじかの
現実の神話を探し求める。〔…〕しかし、男の方も自分の分身の奴隷なので
ある。一つの像を作り上げるのは、なんという労苦なのだろう！しかもその
像にしても男はいつも危険にさらされている。どんな像をつくろうと、それ
は女たちの気まぐれな自由の上に建てられているからだ。だからこの自由を
絶えず自分にとって都合のいいものにしておく必要がある。そこで、男は、
男っぽくて、重要人物で、偉い人間であるように見せようと躍起になる。男
は芝居を演じる。相手にも芝居をしてほしいからだ（35）。

　自己の（偏った）理想像を他人のまなざしの内に投影する自己疎外は、自分で
生み出している像を他人や社会に課されているとする「自己欺瞞」（mauvaise 
foi）とも言い換えられる。こうした自己欺瞞は、男性たち自身が馴染み、（しば
しば自覚せぬままに）利用している男性中心的な社会制度や構造の維持について
の男性たち自身の責任を曖昧にしてしまう。ボーヴォワールのように、「男らしさ」
を自分に強いるという事態を「自己欺瞞」という形で主題化することは、一見す
ると、必ずしも自身の意図的・自覚的選択ではない行為や態度を本人の選択とみ
なしたり、個人の選択によってすべてを変えられるとする意識中心主義を引き
ずっているように見えるかもしれない。けれどもボーヴォワールは、こうした誤
解を明確に退けている（36）。筆者が考えるに、彼女があえて自己欺瞞という形で
問題化したのは、男性たちが社会制度や構造によって男らしくあることを「強い
られている」とすることですべてを制度や構造の責任に帰すのを避けるためのみ
ならず、男性たちの類型的な知覚や自己理解を変えることが、同時に

4 4 4

男性たちの
知覚や評価を規定し続けている制度や構造の変革と不可分であることを示すため
であったと思われる（37）。というのも、自分が（自覚せぬまま）自分を騙してい
るという逆説的な事態は、たんに男性たちが「自分の弱さ」に向き合えば解消さ
れる類のものではなく、自己の意識化され難い見方やバイアスの分析を必然的に
要求するからだ（38）。
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３．「男らしさ」の現象学はフェミニズムに寄与しうるのか？

　これまで見た男性たちの二種類の「自己欺瞞」――依存をなかったことにする
自己欺瞞と自分が求めている「男らしさ」を社会や制度によって求められている
とする自己欺瞞――は、いずれも男性によって意図的・自覚的に実践されている
というよりも、習慣的に行使されていると考えられる。そこに、家庭での養育や
学校教育、社会・文化的な慣習の影響があるのは疑いようがない。だからといっ
て、男性たちには自身の習慣化された見方に対するいかなる責任もないというこ
とになるのだろうか。筆者が考えるに、男性たちは自身の習慣に対する何らかの
責任を問われうる。この点を考えるにあたっては、類型的な見方の「堆積」
（sedimentation）という概念を再解釈することで人種差別的な習慣の責任を問題
化したヘレン・ンゴの考察が役に立つ（39）。
　ンゴによれば、（１）習慣の獲得（類型的な見方の堆積）は端的に受動的なも
のではない。一見すると「堆積」という表現は、地層の自然な積み重なりや（表
面にある地層が新たな地層を生み出すことはないという意味で）端的な受動性を
含意しているように見える。しかし、表面の地層はそこに積み重なる新たな地層
に何の影響も与えないわけではなく、いかなる種類の物質がどのように堆積して
いくかを規定している。人間の知覚のあり方も同様に、文化的な制度や慣習に対
して完全に受動的であるわけではなく、どのような習慣がさらに獲得されうるか
を（文化等と共に）規定するある種の能動性を含んでいるのだ（40）。（２）また、
習慣は決して完成されたものではなく、つねに形成途中のものである。習慣の堆
積のプロセスは常に継続しており、新たな対象に出会うと身体化された習慣が再
活性化されたり、強化されたり、あるいは改変されたりもする（41）。ンゴによれば、
「沈殿」と訳されることも多いsedimentationの語源sedereは、「沈む」よりもむ
しろ「座る」を意味している。そして「座る」とは、身体の静止状態を意味して
いるわけではなく、体勢を保持・維持するという側面をもつ。ここから彼女は、
類型的知覚や偏向した知覚の習慣も、知覚者によって保持・維持されているとい
う点を強調する。もちろん、社会・文化的な制度や慣習の影響力は見過ごされて
はならないが、それと同時に、自身の習慣化された見方の保持やその現実化に関
しては、当人の責任が何がしか問われうるのだ。このように考えるなら、男性た
ちは家父長的な制度や慣習に対して、端的に受動的であることはありえず、自分
自身が獲得し、（場合によっては疑問を抱くことなく）維持し、現実化している
自身の習慣的な見方、とりわけ本論で見た二種類の「自己欺瞞」に対する責任を
問われうることになる。
　このように「男らしさ」の現象学は、われわれの社会で男性たちがいかなる「男
らしさ」に執着しているのかを記述するだけでなく、どの程度まで男性たちがこ
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の執着に対して責任を負いうるか・負うべきかを分析することを可能にする。こ
のような分析によって、男性たちがいかなる習慣に知らず知らずのうちに馴染ん
でいるかについて反省する可能性、そしてこうした習慣を支える文化的・社会的
構造の批判や是正を通じて自身に染みついた習慣を改変していく可能性が開かれ
るはずだ。こうした改変が実現されるなら、「男らしさ」の現象学は、「男らしさ」
の「生きづらさ」ばかりを語る自己完結にとどまることなく、フェミニズムに確
かな形で寄与しうるのではなかろうか――以上が、現時点での筆者の希望的観
測である（42）。
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